
■ 調査目的
 ：高知県内の中小企業等の事業者のデジタル化の状況について、実態を
  明らかにし、今後の高知県内の中小企業等のデジタル化促進に関する
  施策に活用すること 
■ 対象母集団
 ：高知県内に単独事業所又は本所を置く事業所（22,533事業者） 
■ 調査数
 ：3,000事業者（上記母集団から無作為抽出） 

■ 調査期間
 ：回答期間令和４年7月31日～8月31日
■ 設問数
 ：41問 
■ 回答件数・回収率
 ：767件・25.6％

■ アデコ株式会社の協力
 ：R4.10.7に県と協定締結。調査フォームや報告書の作成などに協力

令和５年３月
高知県商工労働部産業デジタル化推進課

協力：アデコ株式会社
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　高知県中小企業等デジタル化状況調査の概要 ～調査の背景～
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①デジタル化を標準とする社会環境の変化への対応状況（デジタル化を進められているか）
②顕在化してきているデジタル化に対する県内事業者の課題やその対応策

人手確保の難しさは今後も継続
生産性向上対策は重要なテーマ



オンラインを活用した新たな働き方は標準装備
の時代になりつつある
必要な環境を整えられない事業者は人材の確保
がさらに困難になる



対応できない事業者は、大手企業を始めとする
取引網から外される可能性もある

令和4年1月～

令和5年10月～

・電子帳簿の税務署事前承認廃止
・優良電子帳簿の過少申告加算税の権限措置 等

・仕入先が仕入額控除を受けるためには適格請
求書発行事業者登録が必要 等
 ※インボイス制度ではデータでの適格請求書の提供を認めている

関連法改正抜粋
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テレワークを導入している
今後導入予定がある

導入していないし、具体的な予定もない

（出典）令和３総務省通信利用動向調査
※従業員100人以上の企業を調査
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　高知県中小企業等デジタル化状況調査の概要 ～回答者の属性～
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　高知県中小企業等デジタル化状況調査の概要 ～総論～
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※具体的なツールとしては、「コミュニケーション」「電子決済」の順で多い。

※ 従業員規模未回答者があるため、「小規模事業者」と「中規模企業」の回答者数合計と「全体」の回答者数は一致しない（以下のページも同様）



　高知県中小企業等デジタル化状況調査の概要 ～ITツール導入状況～













【再掲】

4



　高知県中小企業等デジタル化状況調査の概要 ～デジタル化経営、公的支援～













【再掲】

【再掲】

※1 「コミュニケーションのデジタル化」「システム導入による業務フロー改善」「データに基づく経営改善」「データによる新製品開発等の事業変革」に該当するデジタル化の取
組を実施しているかを質問。いずれかを選択した事業者を「実施している」としてカウントした。

【再掲】
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付加価値向上を目指したデジタル化

効率化のためのデジタル化

※２ 「新しい事業・サービスの創出」の主な例:小売店がECサイトを新たに立ち上げ、ネット通販を実施するケース
※３ 「商品・サービスの質向上」の主な例:宿泊業がチャットボットを導入し、24時間顧客の問合せに対応できるようにするケース



　高知県中小企業等デジタル化状況調査の概要 ～個別テーマ①:連絡手段、テレワーク～
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　高知県中小企業等デジタル化状況調査の概要 ～個別テーマ②:電子帳簿、インボイス制度対応～
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※ 電子帳簿保存法改正
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類の保存にかかる負担軽減のために、原則書面で保存するとされてきたものをデータで保存することを認める法律。令和４年改正で、
事前の電子保存の承認申請が不要になるなど手続の簡素化がなされたほか、電子取引の書面への出力保存が認められなくなり、電子保存が義務化されることになっている。

※ インボイス制度
適格請求書（インボイス）とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの。売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）
から求められたときは、インボイスを交付しなければならない。また、買手が仕入額控除を受けるためには交付を受けたインボイスの保存が必要。インボイスの交付は、電磁的
記録の「電子インボイス」でも構わないとされている。
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　高知県中小企業等デジタル化状況調査の概要 ～今後の県の取組～

























方向性①　量的拡大

方向性②　質的向上







①②を下支えする取組
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